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　本安全互勅令は、社会教育法（第10条から12条）に基づき公民館活動を支援する社公教育関係団体として26年間活動して参り

ました。このように長期間継続できたのは、主に次の７つのメリットがあったからと言えます。（１）公民館利用者の事故防止の

取り組み。（２）安い会費による運営。（３）遵法主義の原則。∩）全ての公民館活動を給付対象とした運営。（５）学び合いと支え

合いの理念の普及と７千件余りの給付実績。（６）会員の事故に対しグループ・サークルに代わり見舞金を給付。（７）再審査請求

が可能。などなどです。

　平成17年に保険業法が改定されたことにより、本安全互助令は社会教育法と保険業法の両方の法的根拠に基づき運営を続けて

参りました。保険業法の適用により、互菊合は大幅な運営制限を受けて取り組むと共に多くの困難に直面し、それを克服して今

日を迎えています。その詳細につきましては、同封の「埼公述だより第89号］においてまとめさせていただきましたのでご高覧

の上、ご理解をいただければ幸いです。

　この度の法改正により、法律に基づき本互勅令が過去に行ってきた魅力ある運営が可能になります。それは、これからの時代

において、このような互助会制度が必要とされているからに他なりません。また、「自立と共生］型の民間活力中心の心豊かな
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社会を構築するためには、公民館活動の振興,と多くの公民館利用者によるネットワーク結成（互助会パワーの集結）が必要です。
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